
（別紙１） 
１．健康保険における被扶養者資格の認定要件（すべてを満たすこと） 

（１）主として被保険者によって⽣計を維持されていること。 
（２）認定対象者が７５歳未満であること。（７５歳以上は後期⾼齢者医療制度の被保険者） 
（３）⽇本国内に住所を有すること。（住⺠基本台帳に住⺠登録されていること）ただし、留学⽣や外国に赴任する被保険 
   者に同⾏する者は特例で認定可能です。 

（４）認 定 対 象 者 の 
年間収⼊（注）が 
基準内であること。 

Ａ．６０歳未満の⽅ 年間収⼊１３０万円未満 
（⽬安として、⽉額１０８，３３４円未満、⽇額３，６１２円未満） 

Ｂ．６０歳以上の⽅ 年間収⼊１８０万円未満 
（⽬安として、⽉額１５０，０００円未満、⽇額５，０００円未満） Ｃ．障害年⾦受給者 

注︓「年間収⼊」とは、給与・公的年⾦・企業年⾦等についての総⽀給額であり、失業給付⾦や傷病 ⼿当⾦等を含みます。⾃営業者については、
売上⾼から売上原価と当該事業遂⾏のために最低限必 要な経費（直接的経費）を控除した額であり、税法上の所得⾦額とは異なります。  

  ２．被扶養者の脱退⼿続が必要となる例 
 
 
   
 
 
 

３．被扶養者の脱退⼿続について 
  （１）脱退⼿続の⽅法                        
     当健保ホームページから「健康保険被扶養者脱退届」をダウンロードのうえ作成し、 

当該健康保険被保険者証または資格確認書とともに当健保へ送付してください。 
  （２）留意事項 
        認定要件を満たさなくなった場合は、事由発⽣⽇（被扶養者資格喪失⽇）以降は、 

加⼊・脱退の届出前であっても当健保の加⼊者として医療機関等を受診することは 
できません。受診した場合は、医療費を返納していただくこととなりますのでご注意 
ください。 

以 上 

（１）被扶養者が就職（パート・アルバイトを含む）し、他の健康保険組合等に加⼊した場合 
（２）被扶養者が結婚等により他者の被扶養者となる場合 
（３）被保険者と離婚した場合 
（４）被扶養者が死亡した場合 
（５）被扶養者が後期⾼齢者医療保険に加⼊した場合（７５歳に到達した場合） 
（６）被扶養者の収⼊が基準外となる場合 
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